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Ｇ３５講義室 Ｇ３６講義室 Ｇ３７講義室 Ｇ３８講義室

Ｇ４１講義室
女子
WＣ Ｇ４-Ｇ

演習室 Ｇ４２講義室
男子
WＣ

Ｇ４５講義室 Ｇ４６講義室
Ｇ４-Ｃ
演習室

Ｇ４-Ｄ
演習室

Ｇ４８講義室
Ｇ４-Ｆ
演習室

Ｇ４４
講義室

Ｇ４-Ｈ
演習室

Ｇ４３
講義室

多機能WＣ エレベータ

Ｇ４-Ｅ
演習室
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玄関
ス
ロ
ー

プ

２Ｆ １F

日本圧着端子講義室
（ＧＣ１大講義室）

学生センターＣ棟講義室配置図

小田島組ほ～る
（ＧＣ２大講義室）

多機能WＣ

フリースペース

キャリア
サポート
ルーム

１F
エレ
ベータ

多目的室
相談室

女子
ＷＣ

Global
Village

国際課 相談室

相談室

多機能WＣ

地域協創
教育

センター

２Ｆ
エレ
ベータ

多機能WＣ

男子
ＷＣ

女子
ＷＣ

エレ
ベータ

学生センターＢ棟講義室配置図

ＧＢ３１
講義室

博物館
実習
資料室

ＧＢ-
３Ｄ

演習室

ＧＢ３２
講義室

３Ｆ

起業家
支援室

ＧＢ２１
講義室 女子

ＷＣ 男子
ＷＣ

ＧＢ-２Ａ
演習室

ＧＢ-
２Ｂ

演習室

多機能WＣ（オストメイト対応）

国際教育

センター

教員室

ＧＢ１１
講義室

男子
ＷＣ

教員室 教員室教員室 教員室 教員室 教員室 教員室 教員室
ＩＣＴ
作業室

教員室 教員室

ＷＣ（女子） ＷＣ（男子）
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１ 大学からの連絡・案内 
 大学から学生への連絡（例えば公示・通知・呼び出し・授業時間割・休講・試験日程あるいは奨

学金・授業料免除の申請期日など）は，アイアシスタントや構内の掲示板でお知らせします。 

 毎日一度は必ず見るように心掛けましょう。掲示を見落としたために，重要な申請を忘れてしまう

など，不利益を受けることがあるので十分注意してください。大学から学生に連絡するときは，アイ

アシスタントの「住所変更・登録」画面で登録された電話番号を使います。重要な連絡，緊急の連

絡をする場合もありますので，必ず「住所変更・登録」画面で連絡先の登録を済ませてください。 

０１９‐６２１‐６□□□の番号は大学からの電話ですので，必ず応対してください。 

 

アイアシスタント２.０（In Assistant２.０） 

「アイアシスタント」は，学生の修学を支援するポータルシステムです。休講等の

授業に関するお知らせや，履修申告した科目の時間割，シラバス，各種申告手続き等

で年間を通して利用するものです。また，自分の成績確認や卒業に向けての達成度

を確認したり，授業で利用するWebClass（LMS）もアイアシスタントから利用しま

す。 

 この他，災害等の緊急時に，アイアシスタントで重要なお知らせを発出しますの

で，随時アイアシスタントを利用するようにしてください。 

 検索名：アイアシスタント 

  URL：https://ia2.iwate-u.ac.jp/websyllabus/login/slbsCtlLogin.php 

 アイアシスタントアプリダウンロード 

 iPhone等版（App Store） 

URL：https://apps.apple.com/jp/app/アイアシスタント/id1537954792 

 Android版（Google Play） 

  URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ac.iwate_u.ia2 

 

学生支援課 X 

 学生支援課では，在学生向けに，情報提供ができる手段として「X」の運用をして

います。経済支援や課外活動についての情報や，その他学生生活に関する情報を随

時発信しています。 

 なお，X上でのお問い合わせには対応しておりませんので 

ご了承ください。 

 URL：https://twitter.com/iwate_u_gshien 

 

 

5



  
キャリアサポートルーム X 

 キャリアサポートルームでは，キャリア支援に関するお知らせ・イ 

ベント情報を X上でも発信しています。 

 ※令和７年４月から地域協創教育室はキャリアサポートルームに 

  名称を変更しました。 

URL：https://twitter.com/iwate_u_career 

 

 

岩手大学キャリアサポートナビ（キャリタス UC） 

「キャリアサポートナビ」では，求人票の閲覧，キャリアガイ 

ダンス等の参加予約，キャリア相談の予約ができます。 

 就職活動をする上で必要な情報は，「キャリアサポートナビ」から！ 

※令和７年４月に「就職ナビ」から「キャリアサポートナビ」に名称変更しまし 

た。 

 

 岩手大学 HP→岩手大学キャリアサポートナビへのリンクをクリックすると、 

「キャリタス UC：学校向け求人票クラウドサービス」と記載された 

画面が表示されますので、岩手大学のアカウント（大学メールの「@iwate-u.ac.jp」より

前の部分（例：a0123456））とパスワード（アイアシスタントのパスワードと同じ）に

よりログインしてください。 

 

ブックマークする時は以下の URL（上記のキャリアサポートナビの QRコード）をご

登録ください。ログイン画面を直接ブックマークすると次回アクセス時にエラーが表示

されます。 

URL：https://www.iwate-u.ac.jp/career/students/index.html#sec2 

 

 

地域協創教育センターX、Instagram 

 地域協創教育センターでは，地域活動に関するお知らせ・イベン 

ト情報を X、Instagram上で発信しています。 

 X： https://twitter.com/iu_rcec 

 Instagram：https://www.instagram.com/iwateuniversity_rcec/ Instagram 

X 

6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

国際交流 SNS 

国際課では，国際交流に関するお知らせ・イベント情報を各種 SNS上でも発信し

ています。 

X URL：https://twitter.com/iwateintlgandai 

Facebook URL：https://www.facebook.com/intl.iu 

Instagram URL：https://www.instagram.com/iwateuniversity_international/ 

YouTube URL：https://www.youtube.com/channel/UCEup5de0xAKv6ItV3ixYhEA 

X Facebook Instagram YouTube 

岩手大学公式ホームページ・X・Instagram 

 岩手大学では，大学のニュース・イベント情報，課外活動や日々の 

出来事等をホームページや X等で，発信しています。 

 

岩手大学公式ホームページ 

URL：https://www.iwate-u.ac.jp 

 

岩手大学公式 X 

URL：https://x.com/Iwate_Univ_PR 

 

岩手大学公式 Instagram 

URL：https://www.instagram.com/iwate_univ_pr/ 

 

HP 

 

X 

Instagram 
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自然科学実験棟

電子顕微鏡室

農 1号館

農 2号館

獣医 1号館
農 3号館

標本室

動物病院

動物病院

農 4号館

農 5号館

6号館

農業教育資料館
（重要文化財）

芸術棟

教職大学院棟

1号館

北水の池

中央
学生食堂

図書館
放送大学

岩手学習センター

プ
ー
ル

第一体育館

第二体育館

国際交流
会館

桐丘荘

自然観察園

弓道場

旧学長宿舎

洗心亭

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
本
館

節
子
の
井
戸

南門

附属植物園

馬房及び
馬場

テニスコート

球技場

課外活動共用施設

2号館

情報基盤
センター

正
門

人文社会科学部

農学部・獣医学部

館坂門

5号館

3号館

2号館

1号館

7号館
6号館 銀河ホール

共用教育研究棟

理工学部東門

理工学部北門

高度試作加工
センター

理工学部

ものづくり研究棟

北講義棟

南講義棟

ぽらんホール

動物飼育舎

警備員室

警備員室

事務局
（本部棟）

N

自啓の森

築山

理工学部正門

4号館
（西棟）

岩手大学・
岩手銀行
保育所

⑦

③

⑧

②

①

⑪

北講義棟
野球場

アーチェリー場

岩手大学運動場

岩大生協
経理本部

農 7号館
（西棟）

学生センターA棟

学生センターB棟

地域協創推進棟

教育学部

盛岡市産学官連携
研究センター
コラボMIU

地域共同研究棟

旧門番所
（重要文化財）

学生食堂

（有料）

農学部・獣医学部掲示板

農 7号館（東棟）
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２ 相談窓口と学生センター案内 
（１）相談窓口 

 岩手大学では，多種多様な相談体制・窓口を用意し，みなさんの学生生活をサポートしていま

す。学生生活上でなにか疑問や問題が生じた時は，ひとりで悩まずに相談してください。 

市外局番（０１９） 

相談内容 相 談 先 場  所 連 絡 先 
所属課程や学科のこと 
勉強，進路，大学生活に
ついて 

クラス担任 ― １２ページ参照 

履修相談 
転学部，転学科，課程の
相談 
欠席届 

学務課 

学生センターＡ棟１Ｆ 
②番窓口（教養） 
③番窓口（人社，教育） 
④番窓口（農，獣医，理工） 
⑤番窓口 

（総合科学研究科） 

教養：６２１－６０７８ 
人社：６２１－６７０７ 
教育：６２１－６５０３ 
農・獣：６２１－６９８８ 
理工：６２１－６３０７ 
総科：６２１－６６０３ 

証明書の発行 
休退学の手続き 

学務課 
学生センターＡ棟１Ｆ 
①番窓口 

６２１－６０５５ 

奨学金 
授業料免除 

学生支援課 
学生センターＡ棟１Ｆ 
⑥番窓口 

６２１－６０６２ 
６２１－６５０６ 
６２１－６８８２ 

学生寮 学生支援課 
学生センターＡ棟１Ｆ 
⑥番窓口 

６２１－６０６０ 
６２１－６７４９ 

課外活動関係 
（サークル，同好会，委
員会等） 

学生支援課 
学生センターＡ棟１Ｆ 
⑧番窓口 

６２１－６０５６ 
６２１－６０６１ 

事件・事故等 学生支援課 
学生センターＡ棟１Ｆ 
⑧番窓口 

６２１－６８８１ 

キャリア・進路・就職相
談 

キャリアサポート
ルーム 

学生センターＢ棟１Ｆ ６２１－６７０９ 

地域での実践活動に関す
る相談 

地域協創教育セン
ター 
 

学生センターＢ棟１Ｆ ６２１－６６３３ 

学修に関する相談 
学修支援室 
（ラーニングサポ
ートルーム） 

図書館２Ｆ gkyotsu@iwate-u.ac.jp 

留学について 
留学生の相談 

国際教育センター 
（国際課） 

学生センターＢ棟１Ｆ ６２１－６０７６ 

こころの健康相談 
からだの健康相談 

保健管理センター 学生センターＡ棟１Ｆ ６２１－６０７４ 

学生生活上の悩み全般に
ついて 

学生相談室 
学生何でも相談室 

学生センターＡ棟２Ｆ 
６２１－６０９０ 
６２１－６８８１ 

障がい等による修学上の 
悩み相談 

学生特別支援室 学生センターＡ棟２Ｆ ６２１－６６１１ 

学業と生活の両立等に関
する悩み相談 

ワーク・ライフ・
バランス相談室 
（ダイバーシティ
推進室） 

 
６２１－６９９８ 

ssoudan@iwate-u.ac.jp 

ハラスメントに関する相
談 

ハラスメント相談
員 

 
２９～３２ページまたは 
ポスターなどを参照 

保険制度について 
岩手大学生活協同
組合 

購買中央店サービスカウ
ンター（大学会館１Ｆ） 

６５２－３５８１ 

 学生向けチャットボットを、アイアシスタントの右下にあるアイコンから利用することができます。 
 大学生活や手続き等に関する様々な質問に答えてくれます。 
※ チャットボットとは、「チャット」と「ボット」を組み合わせた言葉で、自動的に会話（回答）を行うプログラムです。 
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（２）学生センターＡ棟，Ｂ棟窓口案内 

 窓口では大学生活上で必要な各種手続き，申請，相談等を行うことができます。 
 ○窓口業務時間：平日８時３０分～１７時１５分 

（土日・祝日・一斉休業期間・年末年始の窓口業務はありません。） 

学生センターＡ棟１階 

 
※１ 病気，家庭の事情等で１週間以上欠席する場合または忌引，教育実習等で欠席する場合

は，欠席届を作成し，直接授業担当教員へ提出してください。 
※２ 入試業務は，全て事務局棟１階の入試課で行っています。 

モリガスエントランスホール

証明書自動発行機

【発行時間】8：30～17：15

【発行できるもの】

・在学証明書

・学生旅客運賃割引証

・卒業（修了）見込証明書

・成績証明書

・健康診断証明書

・通学定期証明書

・教員免許取得見込証明書

・教養教育科目（共通教育科目）の

　履修相談 ・課外活動関係

　（サークル、同好会等）

・構内掲示申請

・体育施設関係

・各種証明書関係 ・課外活動用具貸出

・休学願、復学願、退学願 ・学生企画、学生広報

・成績照会 ・拾い物、落とし物

・単位互換、学生証 ・学生の駐車許可

・他大学受験願、留学願

・人文社会学部、教育学部の

　履修相談

・教育実習、介護体験等 ・入学料免除、授業料免除

・教室借用（教育学部講義室） ・奨学金

・総合科学研究科総合文化学専攻 ・学生寮

　の履修相談

・理工学部、農学部、獣医学部の ※１

　履修相談 　 欠席届 ・総合科学研究科共通科目

・総合科学研究科理工学専攻・ 　及び地域創生専攻の

　農学専攻の履修相談 　履修相談

教育学部へ
レポートＢＯＸ

学生控室

④
番
窓
口

⑧
番
窓
口

⑥
番
窓
口

⑤
番
窓
口

学生センターＢ棟へ

保健管理センター

①
番
窓
口

③
番
窓
口

通
　
　
路

②
番
窓
口

学生センターＢ棟へ

学生センターＡ棟正面玄関
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学生センターＢ棟１階 

キャリアサポートルーム 地域協創教育センター 国際課
・キャリア相談・窓口相談 ・イーハトーヴ協創コース関係 ・外国人留学生の受け入れ
・求人情報等の公開 ・地域での実践活動 ・留学相談
・キャリア関連図書の貸出 ・学生発プロジェクト ・国際教育センター関係
・就職関連のガイダンス・説明会等
・インターンシップの申込手続
・Web用会場の貸出

地域協創教育センター

出入口 出入口 出入口 出入口

学生センターA棟へ

フリースペースへGB１１講義室へ

人

社

１

号

館

へ

国際課

相談室
女子
ＷＣ

国際
交流

談話室
相談室

キャリア
サポート
ルーム
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（３）クラス担任一覧表 

＜２０２６年度入学 １年次＞  

 
※ 教育学部では，前期は基礎ゼミ担当教員が担任となり，後期はサブコースごとの担任となる。 

※ 名前の後ろの数字は，研究室電話番号の下４桁です。電話連絡をするときは，０１９－６２１－□□□□で発信してください。 

 

6768

6775

6820

6747

6782

6769

6793

6789

6808

6822

6733

6812

6783

6787

学部

6322 塚本　　匡 6321

6361 佐藤　龍一 6804

6362 関本　英弘 6368

6972 鄒　　　敏 6467

6418 阿部　貴美 6906

6389 内舘　道正 6415

6442 晴山　　渉 6947

6357

6221

6366

6121

6427

6251

6113

6909

0193-55-5692

6126

副　担　任

人
文
社
会
科
学
部

人間文化課程

１～１５ 織田　信男

海妻　径子 6750

１６～３０ 川原　正廣

３１～４５ 川村　和宏

４６～６０ ｸﾞﾗ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙｼﾞｬﾝ

６１～７５ 樋口　くみ子

学部・学科等 担　　　任

１２０～ 田熊　敬之

地域政策課程

１～１６ 寺崎　正紀

西牧　正義

７６～９０ 鈴木　護

９１～１０５ 萩臺　美紀

１０６～１１９ 山下　須美礼

6936

１７～３２ 渡部　あさみ

３３～４８ 塚本　善弘

４９～６４ 吉村　武洋

６５～ 丸山　仁

（前期）　担　任 （後期）　担　任

教
　
育
　
学
　
部

1 金　鑫 6524
小
学
校
教
育
コ
ー

ス
・
中
学
校
教
育
コ
ー

ス

国語サブコース 船越　亮佑 6546

4 三井　隆弘 6649
教育学サブコース 髙田　麻美 6578

6836

理数教育コース
理科サブコース 馬渡　健太郎

数学サブコース 佐藤　寿仁

8 武部　綾子

社会サブコース 高橋　未央 6532

2 髙橋　未央 6532 英語サブコース 小川　春美 6614

音楽サブコース 藤井　亜紀 6562

3 佐藤　寿仁 6528 美術サブコース 福田　紗也佳 6574

保健体育サブコース 澤村　省逸

5 藤井　亜紀 6562
心理学サブコース 藤井　義久 6687

情報教育学サブコース 早坂　良 6534

6 清水　将 6834 特別支援教育サブコース
佐々木　全
武部　綾子

6654
6647

6563

6528

6647

7 小栁　亜季 6648

情報系クラス

特別支援教育コース
武部　綾子
佐々木　全

6647
6654

学部・学科等 担　　　任 副　担　任

理工学科

荒木　笙子

森林科学コース

学部・学科等 担　　　任 副　担　任

農学コース 中村 勝則

食品健康科学コース

藤岡　豊太

電気電子・情報通信クラス 岩井　守生

機械知能航空クラス 古澤　　卓

社会基盤・環境工学クラス 小山田哲也

データサイエンス応用オープンクラス 三好　　扶

理
　
工
　
学
　
部

化学クラス 芝﨑　祐二

数理・物理クラス 瓜生　誠司

材料科学クラス 内藤　智之

学部・学科等 担　　　任

獣医学部 共同獣医学科 宮本 良

副　担　任

農
　
学
　
部

食料農学科

生命科学科

地域環境科学科
山崎　遥

動物科学コース 荒木　功人
動物科学・水産科学科

水産システム学コース 塚越　英晴

若林　篤光

分子生物機能学コース 川原田　泰之

分子生命医科学コース 冨田　浩史

革新農業コース
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３ 証明書の発行 
証明書の発行は自動発行機をご利用ください。 

学生センターＡ棟，理工学部１号館，釜石キャンパスにある証明書自動発行機等で，以下の証

明書を発行することができます。利用には学生証が必要です。また、釜石キャンパスで発行する場

合は、釜石キャンパス事務室へ申し出てください。 

 その他詳細はホームページでご覧ください。 

URL：https://www.iwate-u.ac.jp/campus/guide/certificate.html 

  

種   別 利用可能時間 注 意 事 項 

在 学 証 明 書 

平日の８：３０～１７：１５ 

 

土日,祝日,全学一斉休業期間,

入試実施日及び年末年始は利

用できません。 

 

学 生 旅 客 運 賃 割 引 証 有効期間３ヵ月 

卒業（修了）見込証明書 卒業年次の５月初旬から発行可能 

成 績 証 明 書  

健 康 診 断 証 明 書 健康診断を受け異常がなかった者のみ 

通 学 定 期 証 明 書  

教員免許状取得見込証明書 卒業年次の５月初旬から発行可能 

 学生証の再発行は，学生センターＡ棟①番窓口に申し込んでください。 

 （再発行，更新には２，０００円の手数料が掛かります。） 
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４ 大学生活 
（１）大学生活での留意事項 

１）  学生証 

① 学生証は，本学学生の身分を証明するものであり，学生は常に学生証を携帯して正当に請求

されたとき（試験時，学割使用の身分証明等）は，これを提示する必要があります。 

② 学生証を紛失したとき，又は汚損したときは，直ちに学生センターＡ棟①番窓口で所定の手続

きを経て再交付を受けてください。 

 なお，再交付を受ける時には，カラー写真（縦４cm×横３cm）１枚と発行手数料（２，０００円）が

必要になります。 

 また，退学の際は，必ず学生証を学生センターＡ棟①番窓口に返納してください。 

２）  落とし物・拾い物 

①落とし物 

 届け出が非常に多いので，所持品等には学籍番号又は名前をつけることを心掛け，移動の際に

はもう一度身の回りを確認しましょう。落とし物をした場合は，学生センターＡ棟⑧番窓口で確認し

てください。 

②拾い物 

 速やかに学生センターＡ棟⑧番窓口に届け出てください。 

③拾得物管理 

 貴重品は学生センターＡ棟⑧番窓口で，それ以外の拾得物は学生センターＡ棟１Ｆモリガスエン

トランスホールに展示して保管していますので，心当たりのある方は申し出てください。  

 なお，引き取りのない物や持ち主が判明しないものは，３ヶ月保管後処分します。 

３）  盗難防止及び届け出 

 大学構内での盗難事案が毎年のように発生しており，現金，キャッシュカード，自転車等がわず

かな隙に盗難に遭っています。 

 盗難防止には各自の自覚が最も大切です。 

 現金等の貴重品及び自転車・バイク等の盗難防止のために，次のことに留意してください。 

①現金等の貴重品 

・ 多額の現金は持ち歩かないようにしてください。 

・ 現金等の貴重品は，自分の身から離さないようにしてください。 

・ 体育館の更衣室での盗難には特に気をつけてください。貴重品を身に付けられない場合は，

体育館内に鍵付ロッカーがありますので，そちらを利用してください。 
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②自転車・バイク等 

・ 自転車・バイクから離れるときは必ず自転車は二重ロック，バイクはハンドルロックをしてくださ

い。 

・ 自転車・バイクには車体番号が付されているので，防犯登録番号・車輌番号とともに車体番

号も記録しておいてください。 

・ 通学に自転車・バイクを利用する場合は，大学に申請してステッカーの交付・貼付をしてくだ

さい。手続きは学生センターＡ棟⑧番窓口で行っています。 

・ 構内で盗難にあったとき，あるいは不審な者を認めたときは，直ちに学生センターＡ棟⑧番窓

口に届け出てください。学外での場合は，最寄りの交番等に速やかに届け出てください。 

４）  ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）利用上の注意！ 

 SNS（X（旧 Twitter）, Facebook, Instagram, LINE, YouTubeなど）は，メッセージや写真などの

共有により人と人のコミュニケーションを促進するツールとしても普及しましたが，一方で安易な書

き込みがトラブルや事件に発展するなどの事例も急増しています。 

 楽しく安全に利用するために以下の点に注意してください。 

・ 書き込んだ内容は，他の人から見られていることを常に認識する。 

・ 他人のプライバシー暴露や侮辱するような書き込みをしない。 

・ モラルに違反する行為等を書き込まない。 

・ 個人情報を漏らさない。 

５）  学内 LANの使用上の注意 

岩手大学のコンピュータ及びコンピュータネットワークは，教育・研究用に使用することができま

す。学生の皆さんが利用する場合には，下記の１～４の注意事項に留意してください。学内のコン

ピュータ及びコンピュータネットワークが，いつ，どのようなことに利用されたかは，すべて記録に残

ります。この注意事項を守らない場合には，懲戒の対象となることがあります。利用に当たって不安

を感じる場合には，指導・担任教員等に相談してください。 

１． 教育・研究用に利用できるものであり，営利を目的とする利用はできない。 

２． パスワードは他人には絶対教えてはならない。 

３． 著作権を侵害する行為をしてはならない。 

４． コンピュータネットワークの運用に支障を及ぼしてはならない。 

６）  保護者の方との連絡 

 保護者の方から学生と連絡が取れないため取次ぎをお願いしたいとの申し出を受けることがあり

ますが，大学では，緊急の場合を除き，取次ぎを行いません。 

 日頃から保護者の方とは電話や LINE等を利用して密に連絡を取り，保護者の方に心配をかけ

ないようにしてください。 
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７）  構内における騒音防止 

 アンプ・マイク・スピーカー類を使用しての広報・演説・音楽活動等は，活動内容を確認する必要

があるので，事前に学生センター⑧番窓口に相談してください。許可を得た場合でも，他に迷惑が

かからない音量で行うようにしてください。授業のない時間帯でも騒音防止には十分な配慮が必要

です。 

８）  校舎内及び構内の美化 

 校舎内に配られた印刷物等を散乱したままにしたり，空びん，空かんをそのまま室内に置いたり

しないで，ゴミ箱に分別して捨ててください。また，印刷物の配布を希望する場合は事前に学生セ

ンター⑧番窓口に相談・許可を得たうえで行い，配布者は不要になった印刷物，掲示板の掲示物

及び立看板をそのまま放置することなく，速やかに始末・撤去してください。 

９）  喫煙と火気の注意 

 大学構内は全面禁煙です。安全確保や受動喫煙（他人のたばこの煙を吸わされること）防止のた

め，必ず守りましょう。 

 また，構内での火気の使用は，実験・実習など許可されている場合を除き，認めません。 

１０）  備えあれば，防災のすすめ 

・ 大学への現住所の届出や変更時の届出をアイアシスタントから行ってください。 

また，いつもサークルの仲間や友人との連絡を密にしておきましょう。 

・ 地域における防災対策や避難場所などに関心をもち，防災訓練などには積極的に参加しましょ

う。 

・ 災害時には学生センターや友人などにできる限りの連絡をしてください。 

・ 身近にある危険物類の所在について平素から十分注意してください。 

・ 落下物の防止と，とっさの退避場所や避難経路を確認しておいてください。 

・ 非常持ち出し品と，その位置を確認しておいてください。 

・ 携帯ラジオ，懐中電灯，応急工作物（ジャッキ・バール・金づちなど）や医療品等は決めた場所

にまとめておきましょう。 

・ 大学構内には，救命用として，AED（自動体外式除細動器）を設置しています。（設置場所は，

１ページを参照のこと） 

１１）  アルバイト 

岩手大学では，アルバイトの紹介業務を岩手大学生協に委託しています。次のような職種のア

ルバイトは学生として好ましくないものとして，紹介しないこととしています。個人の紹介の場合であ

っても，引き受けないようにしてください。 

 さらに，留学生については「資格外活動許可」を受け，定められた規則や就労時間を守らなけれ

ば，アルバイトを行うことができません。不明な点は，国際課に相談してください。 

 アルバイト先では学生らしい態度で与えられた仕事に責任をもって取り組み，やむを得ない事情
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で遅刻または欠勤しなければならない場合は，必ずアルバイト先の了解を得るようにしてください。 

 

＜学生として好ましくない職種＞ 

・ 自動車運転免許を必要とする職種  

・ 翌日の授業に差し支えのある深夜（２２時以降）の作業を伴う職種  

・ 従事する仕事に危険性を伴う職種（土木・水道工事等の現場作業，高所での窓ふき，警備

等） 

・ 居酒屋などのアルコールを提供する飲食店 

・ 学生のアルバイトとしてふさわしくないと考えられる職種（風俗営業，飲酒関係，訪問販売等）  

・ 人命にかかわることが予想される職種（水泳指導員，監視員，ベビーシッター等）  

 

※ アルバイト先でトラブル（賃金未払い，労働条件等）があった場合は，速やかに岩手大学生

協，または学生支援課に申し出てください。 

※ 新入生へのアルバイトの紹介は，９月以降になります。 

 

アルバイトをする前に知っておきたい７つのポイント 

① アルバイトを始める前に，労働条件を確認しましょう！ 

② バイト代は，毎月，決められた日に，全額支払いが原則！ 

③ アルバイトでも，残業手当があります！ 

④ アルバイトでも，条件を満たせば，有給休暇が取れます！ 

⑤ アルバイトでも，仕事中のけがは労災保険が使えます！ 

⑥ アルバイトでも，会社都合の自由な解雇はできません！ 

⑦ 困ったときは，総合労働相談コーナーに相談を！ 

岩手労働局総合労働相談コーナー TEL ０１９－６０４－３００２ 

盛岡総合労働相談コーナー  TEL ０１９－９０７－９２２１ 

１２）  怪しい勧誘に注意 

 キャンパス内外でサークルを装ったカルト団体・悪質商法団体の勧誘にまつわるトラブルが発生

しています。こうした勧誘は学生生活の不安をあおって，特に一人でいる学生さんを狙って声をか

けています。 

 また夜にアパート等を訪問して，アンケート調査などと言って個人情報を聞き出すこともあります。 

 

○勧誘のイメージとして 

① サークル・ボランティア団体を装い，勧誘やアンケート調査に協力を！と言って声掛け， 

② 世間話や趣味等の話題から親しくなり，住所や電話番号等の個人情報を聞き出し， 

③ セミナーや合宿に参加するように勧められ， 
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④ 参加して初めてカルト団体・悪質商法団体だと知る。 

○学生生活を送るにあたって心がけること 

・ 初対面の人には個人情報は教えない。 

・ 団体名と活動実態が異なるサークルには要注意。 

・ 友人や家族に相談する。 

・ 関心がない勧誘は【きっぱり】と断る。 

 

 被害やトラブルに巻き込まれたり，周辺での被害やトラブルを見聞きしたりした場合には，学生セ

ンターＡ棟⑧番窓口にお知らせください。（学生支援課：TEL ０１９－６２１－６８８１） 

１３）  いわゆる「闇バイト」について 

報道等で，大学生を含む若者が SNS等を利用していわゆる「闇バイト」に応募して強盗・特殊詐

欺等の犯罪に加担し，逮捕される事案が多く取り上げられています。 

楽をして高額報酬をもらえるアルバイトはありません。 

・仕事の内容を明らかにせず，高額な報酬の支払いを示唆するもの 

・匿名性の高いアプリへ誘導するもの 

・運転免許証や顔写真等の個人情報の送信を求めるもの 

等不審点のある求人情報には応募しないでください。 

強盗等の犯罪に加担させられるばかりか，犯罪組織から抜け出せなくなり，一生を棒に振ることに

なります。気になること等がありましたら，学生センターＡ棟⑧番窓口にお知らせください。（学生支

援課：TEL ０１９－６２１－６８８１） 

 

【参考】 

特殊詐欺課外防止 特設サイトそのアルバイト 関わってはダメです 

URL：https://www.kagaiboushi.metro.tokyo.lg.jp/ （東京都）  

１４）  マルチ商法，身に覚えのない架空請求などの悪徳商法に注意 

悪徳商法は，学生の社会経験の少なさなどにつけ込み，様々な手口で，時には脅迫まがいの

方法で引き込もうとします。安易な対応や興味本位の対応は，消費者トラブルに発展する事態を招

くことになります。「楽をして儲かる」などという話には裏があるものです。このような悪徳商法にはく

れぐれも注意してください。 

〔陥りやすい消費者トラブル〕 

①マルチ商法 

個人を商品の販売員として勧誘し，さらに次の販売員を勧誘すれば収入になると商品を購入さ

せ，販売組織を連鎖的に拡大しつつ，商品・サービスの提供を行う商法です。 

②アポイントメントセールス，キャッチセールス 

電話で，「あなたが特別に選ばれましたので，○○を取りに来てください。」などと言って販売目
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的を告げずに営業所などに誘いだし，商品やサービス等の購入の契約をさせるのがアポイントメン

トセールスです。また，駅前や路上で呼び止めて営業所などに連れていき，商品などを販売するの

がキャッチセールスです。 

③デート（恋人）商法 

言葉巧みに勧誘して，相手の好意を利用し契約を締結させる商法です。きっかけとなる「出会

い」は，SNS，マッチングアプリ等様々です。 

④身に覚えのない架空請求 

利用した覚えのない利用料請求などがショートメッセージやメールで届いたり，「支払わなければ

取り立てに行く」といった不安をあおり，支払いを要求したりする詐欺です。電話，ハガキ，封書等

で届けられる場合もあります。 

身に覚えのない場合は徹底的に無視することです。返信などして，新たな個人情報を教えてし

まうと，次の被害に繋がる恐れがあります。 

また，好奇心から安易に「出会い系サイト」にアクセスし，トラブルに巻き込まれるケースが多数あ

ります。 

⑤訪問販売 

自宅などに販売員が訪問してくる商法です。 

⑥資格商法を中心とした電話勧誘販売 

自宅などに電話をかけてきて，資格取得のために講座の受講や教材の購入契約をさせる商法

です。 

⑦特定継続的役務提供 

身体の美化，知識の向上等を目的とする，長期・継続的な役務（サービス）を提供する取引のこ

とで，エステティックサロン，美容医療，語学教室などがこれにあたります。 

⑧インターネット通信販売 

 インターネット通信販売が普及し，手軽に買い物ができるようになりましたが，便利な反面，商品

が届かない，事業者と連絡が取れないなどのトラブルも発生しています。また，通信販売には特定

商取引法によるクーリング・オフ制度が適用されないため，契約は慎重に行ってください。 

⑨就活商法 

就職活動中の学生の不安に付け込み，就活セミナーや就活塾，就活対策になるとうたうビジネ

ス教材などのもうけ話を勧誘し，契約させるトラブルが近年増加しています。 

⑩多重債務 

 複数の金融機関やカード会社から多額の借金をして，返済が困難になった人を多重債務者とい

います。安易な借入で多額の債務を抱え，自己破産するケースも急増しています。 

 

〈クーリング・オフ制度〉 

クーリング・オフとは, “頭を冷やして良く考える期間”を意味し，原則としてお店以外の場所で契
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約した場合で，契約をしてしまったが，冷静になって考えてみたら「不要なもの」であったり，「支払

が大変だ」と思ったりした場合，契約を無条件で解約できる制度です。 

 

〈クーリング・オフの期間〉 

・８日間：電話勧誘販売，特定継続的役務提供，訪問販売（アポイントメントセールス， キャッチ

セールスを含む。） 

・２０日間：連鎖販売取引（マルチ商法），業務提供勧誘取引（内職商法） 

 

クーリング・オフ期間は，申込書面または契約書面のいずかれ早い方を受け取った日から起算

します。上記の期間内に，書面（ハガキ等）で通知します。通知は簡易書留扱いが確実ですが，電

磁的方法（電子メールの送付等）で行うこともできます。 

なお，クーリング・オフできない場合もあるので，クーリング・オフをしようとする場合は，あきらめず

にすぐ下記機関に相談してください。 

岩手県立県民生活センター TEL ０１９－６２４－２２０９ 

盛岡市消費生活センター  TEL ０１９－６２４－４１１１ 

１５）  薬物乱用防止 

薬物は所持をしているだけで犯罪です。薬物は精神と身体に悪影響を及ぼし，人間関係を崩壊

させます。薬物は精神依存性が強く，中毒性があるため自分の意志ではやめられなくなります。使

用すると幻覚，妄想が現れ，傷害事件や交通事故等の重大事故を引き起こす恐れがあります。ま

た，薬物を購入するためのお金欲しさに犯罪に手を染めてしまい，周りの友人や家族など大切な

人を悲しませることにもなりかねません。法律で禁止されていることから，厳罰を受けることとなり，大

学においても学則に基づき厳しく処分されます。 

薬物は一度使用しただけでも「乱用」となり犯罪と判断されます。 

ちょっとした好奇心，興味本位で犯罪に手を染めることがないよう心がけてください。 

自分と自分の大切な人を守るためにも， 

・ 誘いの言葉に騙されない！ 

・ 「はっきり，きっぱり，しっかり」断る！  を実行しましょう。 
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１６）  ごみの分別と出し方 

 居住の市町村で，分別や出し方が決められています。それぞれの指定された分別方法，ごみ

袋，収集日（当日の朝），時間をきちんと守って出すようにしましょう。 

 なお，盛岡市では資源・ごみの収集日程や分別区分の確認などができるスマートフォン向けのア

プリ「さんあ～る」を配信していますので，参考にしてください。 

盛岡市 資源・ごみ分別アプリ「さんあ～る」 

URL：https://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/gomi_recycle/gomidashikata/1035494.html 

 

 

 

 

１７）  水道管凍結に注意 

 冬の盛岡市は非常に厳しい寒さとなるため，アパート等の水道管が凍結し，破裂してしまうことが

あります。凍結を防止するために厳寒期には「水抜き」をする必要があります。水抜きの方法は，ア

パート等によって違っているので，大家さんや管理会社へ問い合わせてください。 

１８）  国民年金への加入 

  日本に住んでいる 20歳から 60歳未満の方は，国民年金に加入し保険料を納付する必要が

あります。学生で保険料の納付が困難な場合には，支払いを猶予する学生納付特例制度がありま

すのでご利用ください。（手続きをしないとケガや病気で障害が残った場合に，障害基礎年金等を

受けることができません。） 

 国民年金制度の内容やメリット，保険料の納付方法や学生納付特例の手続きなどをわかりやすく

動画で案内しています。 

 より詳細な情報については，近くの年金事務所あるいは市町村役場の国民年金窓口にお問い合

わせください。 

 

【参考：日本年金機構 HP】 

・「国民年金の加入と保険料のご案内」 

URL：https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html 

 

・20歳になったら国民年金「国民年金制度の内容やメリット編」 

URL：https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/hatachi-

tetsuduki.html#cms01 
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（２）保険制度 
 

URL：https://www.iwate-u.ac.jp/campus/guide/insurance.html 

本学では，学生の正課による実習（被災地での学修，インターンシップ，教育実

習，介護体験実習等）や大学の行事による災害補償のため，全ての学生が以下の

いずれかの保険・共済に必ず加入することとしております。 

行動範囲が広がる大学生活では，本人のケガや病気の他，第三者から損害賠償を求められる

場面も少なからず想定されます。また，実習等によっては，保険に加入していないと受講できない

場合があります。 

保険の加入例 学研災＋学研賠 大学生協の共済・保険 

取 り 扱 い 岩手大学 岩手大学生協 

自 分 のケガ 

に備える保険 
学研災 CO･OP 学生総合共済 

第三者への賠償 

に備える保険 
学研賠 学生賠償責任保険 

注 意 点 

・教育研究活動中に限定される 

・学研賠のみの加入はできない 

・病気については保障なし（食中毒や

日射病等，一部例外あり） 

・岩手大学生協への加入学生が対象 

・24時間 365日，国内・海外を問わず

保障 

・ケガによる通院，病気・ケガによる入

院を１日目から補償（定額補償） 

備     考 

・学研災+学研賠では補償が不足する

と思われる場合，学研災加入者が任

意で加入できる保険として，「付帯学

総」があります。学研災では補償され

ない学内外におけるケガや病気の治

療費実費（健康保険等の自己負担

分）を補償する他，加害事故時の賠償

責任保険等，学生生活を 24時間補償

する内容となっています。 

・学生寮入寮者は，学研災に加えて

「付帯学総」への加入を強く勧めます。 

・就学費用保障保険に別途加入する

ことで，さらに保障を充実させることが

可能です。 

・学生寮入寮者は，学生賠償責任保

険(一人暮らし特約あり)への加入を強

く勧めます。 

※保険の略称 

 と正式名称 

・学研災…学生教育研究災害傷害保険  

・学研賠（または付帯賠責）…学研災付帯賠償責任保険 

・付帯学総…学研災付帯学生生活総合保険 

※上記の内容はあくまで概要となります。詳細は各保険・共済のパンフレットを必ずご覧いただき，

ご自身のライフスタイルを考慮の上，加入する保障制度をお選びください。 

【保険に関する連絡先（事故にあった時，加入状況の確認など）】 

学研災，学研賠，CO･OP 学生総合共

済，学生賠償責任保険，就学費用保障保

険 

岩手大学生活協同組合 共済･保険窓口（購買中央店） 

（平日 10:00～17:00） 

電話：019-652-3581／FAX：019-652-3582 

付帯学総 

東京海上日動あんしんコンサルティング（株） 

学生生活総合保険相談デスク （平日 9:30～17:00） 

電話：0120-811-806 
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（３）学内の交通規制，交通安全について 

１）  学内の交通規制 

 大学として教育・研究の場にふさわしい環境と学内通行の安全を確保するために，学内における

交通安全の確保及び騒音防止等に必要な事項を定め，以下の交通規制を行っております。 

① 車両等の交通規制及び手続き 

Ａ自動車 

 学生の自動車での入構は，原則として禁止しています。 

 ただし，身体的な事情及び特別の事情がある場合にあっては，所定の申請手続きをした者

に，入構及び駐車を申請年度に限り許可することがあります。 

Ｂバイク 

 バイクは，本学における専用駐輪場の収用可能な範囲内で入構を許可するので，所定の申請

手続きをし，許可ステッカーの交付を受けてください。バイクでの構内通り抜けは禁止となってい

ます。 

Ｃ自転車 

 自転車で通学する場合は，登録が必要です。申請し，ステッカーの交付を受けてください。駐

輪の際は短時間でも施錠のうえ，各学部等の指定された自転車駐輪場内に整理して駐輪してく

ださい（１ページ参照）。それ以外の場所への駐輪は，歩行者・緊急車両等の通行の妨げとなり

ますので，やめてください。 

② 申請手続き 

 身体的な事情や特別の事情があるため，自動車で入構しなければならない学生は，毎年４月に

申請手続きがあるので，アイアシスタント等を確認し手続きをしてください。入構許可期間は１年間

（４月～翌年３月）のため，複数年度にわたり希望する場合は，毎年申請する必要があります。 

 自転車及びバイクの登録については，学生センターA棟⑧番窓口で受け付けます。一度登録す

ると卒業時まで有効です。なお，自転車の登録の際には防犯登録をしていること，自転車にカギが

取り付けられていることを条件にしています 

 詳細については，アイアシスタント等でお知らせします。 

③ 学内通行に当たっての遵守事項 

１ 自動車又はバイクでの入構及び駐車・駐輪を許可された学生は，指定された駐車場又は駐輪

場を利用してください。路上等指定以外の場所への駐車・駐輪は絶対にしないでください。（歩

行者・緊急車両等の通行の妨げとなります。） 

２ 構内は歩行者優先で，車両による構内の移動は交通安全・騒音防止のため徐行運転をしてく

ださい。構内で騒音を出しての暴走は，授業等に支障がありますので，厳禁です。 

３ 構内は 26ページの「岩手大学構内交通規制図」のように交通規制をしておりますので，遵守し

てください。 
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２）  交通安全に努めましょう！ 

 岩手大学には約６，０００名の学生が在籍しており，特に朝の登校時には正門，館坂門，理工学

部正門，理工学部北門周辺は，自動車，自転車，歩行者による交通ラッシュとなっています。 

 近年，大学周辺地域の皆さまから，岩大生の自転車の走行ルールと歩行ルールに関するご指摘

が増加しています。大学は住宅地内に立地しており，周辺には保育園・幼稚園，小学校，中学校，

高等学校が隣接していることから，シルバーゾーンやスクールゾーンに指定されている道路があ

り，キャンパス内を通学・通勤経路としている中学生，高校生，社会人の方も多く見受けられます。 

 このような状況であることから，岩大生の皆さんにはキャンパスの内外を問わず自動車，バイク，

自転車，歩行の交通ルールの遵守とマナーの向上が求められます。岩大生として率先して交通事

故のない安全な街づくりに協力しましょう。 

①  自動車で特に気をつけるべきルール，マナー 

・ 法定速度の厳守と車間距離の確保  ・ シートベルトの着用 

・ スマートホン・カーナビゲーションを見ながらの運転禁止  など 

※ 大学構内に限らず，キャンパス周辺の店舗や私有地，路上への迷惑駐車を行わないこと。 

② 自転車で特に気をつけるべきルール，マナー 

・ 車道の左端通行の原則  ・ 傘差し運転の禁止  ・ 並列走行の禁止 

・ 夜間無灯火走行の禁止  ・ イヤホンで音楽を聴きながらの走行禁止   など 

③ 歩行者で特に気をつけるべきルール，マナー 

・ 歩きスマホ禁止 ・信号無視 ・並列歩行の禁止   など 

※ 「歩きスマホ」は犯罪被害者になる可能性や，事故を誘発する危険性もあり，非常に危険で

す。 

３）  自転車の危険な運転には罰則があります！ 

 令和６年１１月に道路交通法が改正され，自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

自身や周囲の人を守るため，下記サイトで罰則内容を確認し，自転車の運転ルールを守って安全

に利用しましょう。 

・ 運転中のながらスマホ 

  スマートフォンなどを手で保持して，自転車に乗りながら通話する行為，画面を注視する行為が

新たに禁止され，罰則の対象（停止中の操作は対象外） 

  違反者は，６月以下の拘禁刑又は１０万円以下の罰金 

   交通の危険を生じさせた場合，１年以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金 

・ 酒気帯び運転及びほう助 

  自転車の酒気帯び運転のほか，酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備 

   違反者は，３年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金 

   自転車の提供者は，３年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金 

   酒類の提供者・同乗者は，２年以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金 
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【参考】 

政府広報オンライン 罰則強化！自転車のながらスマホと酒気帯び運転 

URL：https://www.gov-online.go.jp/useful/202410/video-288714.html 

 

 

【自転車安全利用五則】を守りましょう！ 

(１) 車道が原則，左側を通行 歩道は例外，歩行者を優先 

              罰則：３か月以下の拘禁刑又は５万円以下の罰金等 

  

(２) 交差点では信号と一時停止を守って，安全確認 

罰則：３か月以下の拘禁刑又は５万円以下の罰金等 

 

(３) 夜間はライトを点灯 罰則：５万円以下の罰金 

 

(４) 飲酒運転は禁止   罰則：５年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金 

（酒に酔った状態で運転した場合） 

(５) ヘルメットを着用  罰則：なし（努力義務）  

（令和４年１１月１日中央交通安全対策会議交通対策本部決定） 
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自然科学実験棟

電子顕微鏡室

農 1号館

農 2号館

獣医 1号館
農 3号館

標本室

動物病院
（伴侶動物
診療棟）

動物病院
（産業動物
診療棟）

農 4号館

農 5号館

農 6

号館

連合農学
研究科棟

農業教育資料館
（重要文化財）

農 7号館（東棟）

芸術棟

教職大学院棟

1号館

1号館

北水の池

ひょうたん池

中央
学生食堂

大学会館
（岩大生協）

図書館
放送大学

岩手学習センター

プ
ー
ル

第一体育館

第二体育館

国際交流
会館

桐丘荘

自然観察園 合
宿
研
修

施
設

RI総合実験センター

弓道場

洗心亭

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
本
館

節
子
の
井
戸

南門

附属植物園

馬房及び
馬場

テニスコート

球技場

課外活動共用施設

2号館

学生センターC棟

情報基盤
センター

正
門

人文社会科学部

農学部・獣医学部

館坂門

5号館

3号館

2号館

1号館

一祐会館

学生食堂

7号館
6号館 銀河ホール

理工学部東門

理工学部北門

高度試作加工
センター

理工学部

ものづくり研究棟

北講義棟

南講義棟

ぽらんホール

動物飼育舎

警備員室

警備員室

事務局
（本部棟）

N

実習地

自啓の森

築山

理工学部正門

4号館
（西棟）

森の駅
ポランハウス

銀河オープンラボ

岩手大学・
岩手銀行
保育所

第二課外活動共用施設

⑦

③

⑧

②

①

⑪

北講義棟
野球場 4号館（東棟）

アーチェリー場

岩手大学運動場

・岩手大学構内は全面禁煙です。
安全確保や受動喫煙防止のため，必ず守りましょう！

・構内での火気の使用は，実験・実習など許可されてい
る場合を除き，禁止です。

・自転車は指定の駐輪場へ止め、道や建物の入り口をふ
さがないようにしましょう。

ものづくり
総合実験センター

岩大生協
経理本部

農 7号館
（西棟）

学生センターA棟

学生センターB棟

地域協創推進棟

教育学部

北桐ホール

盛岡市産学官連携
研究センター
コラボMIU

地域共同研究棟
磁場活用
ラボ

旧門番所
（重要文化財）

学生食堂

令和7年４月１日

（有料）

み
ら
い
Ａ
Ｉ
Ｏ
ホ
ー
ル

バイク・原付進入禁止

人文社会科学部

教育学部

農学部・獣医学部

理工学部

その他

AED設置場所

駐輪場

駐車場

バイク駐輪場
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（４）飲酒について 

 岩手大学では学生の飲酒に関しての基本原則を以下のように定めています。 

 

  URL：https://www.iwate-u.ac.jp/campus/guide/drinking.html 

 

 

岩手大学学生の飲酒に関する基本原則 

令和４年４月１日 

岩手大学 

岩手大学は，個人の自由と尊厳，安全と健康を守る教育研究環境を維持，

推進することを目指し，その妨げとなる不適切な飲酒を認めない。 

岩手大学は，岩手大学学生の飲酒に関して以下の基本原則を定める。 

 

 

１ 岩手大学は二十歳未満の者の飲酒を認めない。岩手大学学生は，

二十歳未満の者に対して飲酒を勧め，または強要してはならな

い。 

 

２ 岩手大学学生は，飲酒の際に互いの人格を尊重し，二十歳以上の

者に対しても飲酒を強要してはならない。また，自身の飲酒につ

いて責任を持ち，他者に迷惑を及ぼすような行為をしてはならな

い。 

 

３ 岩手大学学生が他者と共に飲酒する際，生命・身体に危険が生じ

た者があった場合には，直ちに救急車を呼んで医療機関に搬送す

るなど，適切な措置を取らなければならない。 

 

※ 二十歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。二十歳以上の者でも飲酒を強要して重

大な事態を生じさせた場合は，懲戒処分の対象（３３ページ参照）となります。 
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（５）飲んだら乗らない！の徹底を！（飲酒運転の禁止） 

 飲酒運転は大変危険な違法行為です。逮捕されると身体拘束を受け、起訴されれば懲役や罰

金等の刑事罰が科されたり、運転免許取消処分を受けたりする可能性があります。飲酒運転は社

会的に処罰されるだけではなく、大学でも学則に基づく懲戒（退学や停学等）の対象となり、厳正

な処分が下されます。 

 また飲酒運転者だけでなく、酒類提供者や飲酒運転の車への同乗者、車の提供者についても、

道路交通法の罰則の対象となっており、運転当事者でなくても同様の処分が科されます。 

 アルコールは摂取することにより、注意力、判断力、危険察知能力等が低下し、正常な判断や操

作ができなくなるため、飲酒後の運転は絶対にしてはいけません。ちょっとした気のゆるみから行っ

た飲酒運転により人生を台無しにすることのないよう学生個々が強い認識を持ち、飲んだら乗らな

い！乗るなら飲まない！を徹底してください。 
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（６）ハラスメント・性暴力等 
 ハラスメントとは，セクシュアル・ハラスメント，アカデミック・ハラスメント，パワー・ハラスメント,アルコ

ール・ハラスメント及びその他の人権侵害などの総称をいいます。ハラスメントは，人としての尊厳を

侵害する行為，人格に対しての侵害であり，ハラスメント行為は岩手大学のすべての構成員の平

等を損ない，学生の学ぶ権利，教員の教育・研究の権利，教職員の働く権利をも著しく侵害し，環

境を悪化させます。 

 大学生活は，心理的にも身体的にも安全で自由な環境の中で行われなければなりません。岩手

大学では，すべての学生がより良い環境で充実したキャンパスライフを送ることができるよう努力し

ています。そして大学生活上の安全をおびやかすハラスメントを黙認しません。 

 たとえば以下のような行為はハラスメントになる可能性があります。困った時は一人で悩まずに大

学の相談窓口にいらしてください。また，誰もが加害者にならないように十分気を付けましょう。 

 

〔セクシュアル・ハラスメント〕 

 セクシュアル・ハラスメントは，勉学・研究・課外活動・教育などの人間関係においてなされる相手

方の意に反する性的な言動であり，行為者本人が意図すると否とにかかわらず，相手方にとって

性的な言動であると受けとめられ，それによって相手方を不快にし，差別し，脅威や屈辱感あるい

は利益，不利益を与え，また相手方の学び・研究する環境を悪化させるものをいいます。たとえ一

般的には利益になるとされるような行為であっても，上記のように相手方に不快感を与える等があ

ればセクシャル・ハラスメントに該当します。また，同性に対するものを含むこと，相手方の性的指

向または性自認に関わらず対象となることにも留意が必要です。大学でのセクシュアル・ハラスメン

トで被害者になりやすいのは弱い立場の学生です。加害者になりやすいのは強い立場の先輩や

教職員ですが，不用意な行動をとると誰もが加害者になることがあります。 

○セクシュアル・ハラスメントの例 

・ サークルの部室で，男子学生達が女子学生の前で性的な話をして不快な思いをさせる。 

・ 男性教員が女子学生に肩もみをさせたり，酒席で隣に座って酌をしたりするように求める。 

・ 研究室の男性の大学院生が，振られた腹いせにその女子学生の悪い噂を流す。 

・ 交際している先輩から，携帯電話や友達づきあいを細かくチェックされたり，暴力を振るわれ

たりするようになった。 

・ 教員が一方的に，男子学生にはグループ演習や実験のリーダー役や発表役を，女子学生に

はサポート役を割り当てる。 

〔アカデミック・ハラスメント〕 

 アカデミック・ハラスメントは，教育・研究の場において地位の上の者から下の者が受ける，教育指

導や研究活動に関連する嫌がらせのことをいいます。例えば，研究上・教育上若しくは職場での地

位を利用した，研究意欲をそぐような言動，研究成果やアイディアの流用，研究と無関係の雑用の

強要などがそれにあたります。 
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○アカデミック･ハラスメントの例 

・ サークルで指導者が体罰をおこなう。 

・ 教員が学生に「バカ」，「アホ」等の暴言をはいたり，怒鳴りつけたりする。 

・ 教員が正当な理由もなく，単位を認定しない。 

 

〔パワー・ハラスメント〕 

 パワー・ハラスメントは，主として労働の場において地位の上の者から下の者が受ける嫌がらせの

ことをいいます。例えば，職場での地位を利用した，労働意欲をそぐような言動，人格を傷つける暴

言や意図的な無視，意に反する一定の行為の強要などがそれにあたります。 

 

〔アルコール・ハラスメント〕 

 アルコール・ハラスメントは，教職員又は学生等が学生等に飲酒の強要，酔いにまかせた暴力・

暴言など，アルコールにまつわる場での嫌がらせ，迷惑行為などのことをいいます。「イッキ飲み」

等危険な飲酒は絶対にしないよう，またコンパなどでは無理に他人にすすめたり，先輩のすすめだ

からといって安易に飲ませたりしないようにしてください。 

○アルコール・ハラスメントの例 

・ サークルや寮で先輩が後輩に飲酒を強要する。 

・ 新入生を酔いつぶしたり，イッキのみをしたりするのがそのサークルの恒例行事になってい

る。 

 

 社会的力関係の強弱に限らず，教員・職員・学生などのそれぞれの同僚・同級生の間でハラスメ

ント行為がなされることもあります。あるいは学生から教職員に対しての嫌がらせもあります。また，

実際にはセクシュアル・ハラスメント，アカデミック・ハラスメント，パワー・ハラスメントなどが複合して

起こっている場合もあります。 

 

〔性暴力〕 

 性暴力等とは，相手が望まないすべての性的な意味合いを持った行為のことをいいます。その意

味でセクシャル・ハラスメントも性暴力に含まれますが，刑法改正等の動向をふまえ，「性暴力等」

に該当する行為を明確化することが求められています。 

 例えば，性的暴力（不同意性交など）や虐待，性的な行為を強要すること，学生・生徒・児童・幼

児に対する不必要な接触，性的な画像を見せたり撮影したりすること，盗撮，ストーカー行為等は

刑法に触れる性暴力になります。 

 相手と対等な関係でなかったり，断れない状況であったり，はっきり嫌だと言えない状況で性的な

行為があっても，それは本当の同意があったことにはなりません。同意のない性的な行為は，犯罪

となります。 
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〇性暴力の例 

・ 一部の学生が他の学生に無理やりポルノ動画を見せる(あるいは他の学生がいる前で動画を

流す)。 

・ 論文指導時に教員が学生に恋愛感情をほのめかし，学生の手を握ったり，抱きついたりす

る。 

 

 加害者にならないためにどうすればよいかは難しいことではありません。常に相手の人を対等な

人間として，相手の立場になって考え行動することです。性別・年齢，国籍や文化・習慣の違いで

人の感じ方はさまざまですが，自分中心ではなく，相手の気持ちを理解できる柔軟な感性を持つこ

とが大切です。 

 

 もし誰かが，あなたの望まない言葉や態度・行動を行い，周りの勉学環境が悪化したり，不利益

や被害を受けたりしたら，一人で悩まないでください。相手にその行為が不快であることを告げ，止

めてもらいたいことをはっきりと伝えることが大切です。しかし，ハラスメント・性暴力等の多くは，加

害者が強い立場の人なので，はっきりした意思表示がとても難しい場合がほとんどです。このように

はっきりした意思表示を伝えられず困った状況に陥っても，自分を責めないでください。そのときに

は，被害を受けた日時，場所，内容などを書きとめ，相談窓口の相談員に相談してください。相談

員はあなたの立場になって話を聞いてくれます。この相談では，あなたのプライバシーは必ず守ら

れますので，心配せずに相談してください。 

 また，誰かがハラスメント・性暴力等の被害にあっているところを見たら，見過ごさずに加害者に注

意しましょう。そのハラスメント・性暴力等をこのままにしておけないと思ったら，相談員に話してくだ

さい。相談窓口は被害に気づいた第三者にも開かれています。もし，被害者から被害を打ち明けら

れたら，まず話をよく聞いて，精神的な支えになってあげましょう。そして，相談窓口へ相談に行くよ

うに勧め，必要なら同行して助けてあげましょう。相談は，電話やＥメールで相談窓口に連絡を取る

他に郵便などでも受け付けます。 

 あなたが一番利用しやすい方法で相談してください。 

 

 お互いが相手を尊重しあい，理解と協力でハラスメントの起こらない学園生活を送りましょう。 

 

 より詳しい説明，事例，相談窓口の相談員については，ハラスメント・性暴力等防止のためのパン

フレット・ポスターに掲げています。 

 

 ハラスメント・性暴力等に関する相談窓口（プライバシーや相談の秘密は固く守ります。） 

専門相談員 早坂 浩志（保健管理センター・カウンセラー） hiroshi@iwate-u.ac.jp 

立原 聖子（保健管理センター・カウンセラー） seiko@iwate-u.ac.jp 

川原 正廣（人文社会科学部・教授）  kawamasa@iwate-u.ac.jp 
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外部相談窓口 本学ではハラスメント等学外相談窓口を設置しています。 

相談者は始めに，下記の「問い合わせフォーム」から相談概要を連絡してくだ

さい。相談概要確認後，必要に応じて電話やメールで連絡します。 

 

問い合わせフォーム（北奥法律事務所） 

URL：https://www.hokuolaw.com/mail/ 

 

① 「題名」は「岩手大学ハラスメント相談」としてください。  

② 「お問い合わせ内容」には相談者本人の所属・身分・学年等，相手方の氏

名・所属・相談者との関係，いつ，どのような行為があったのか，相談者がど

のような対応を希望するか 等，相談概要を入力してください。 
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（７）学生表彰及び懲戒 

１）  学生表彰 

 本学において研究活動，課外活動及び社会活動において表彰に値する顕著な業績等がある学

生を表彰する制度で学長賞と奨励賞があります。 

 毎年，各学部長，各研究科長，学務部長及び各課外活動サークル顧問の推薦に基づき選考さ

れた学生は，学長から表彰されます。 

２）  懲戒 

 本学学則に背き，学生としての本分に反し，また，学内の秩序を乱す行為があったときは，その

学生に対し，同学則第７０条に基づき懲戒処分を行います。懲戒の種類は，退学，停学及び訓告

です。懲戒を行う場合の判断基準は下の表のとおりです。ただし，これによりがたい場合はこの限り

ではありません。 

＜学生の懲戒に関する判断基準＞ 

非違行為の種類 懲戒の種類 

殺人、強盗,不同意性交,誘拐,放火などの凶悪な犯罪行為又は犯罪未遂行為 退学 

傷害，窃盗，横領，万引き，恐喝，詐欺，住居侵入  退学又は停学 

麻薬・覚醒剤等の薬物犯罪（不正所持又は使用） 退学又は停学 

ストーカー行為，ハラスメント・性暴力等行為 退学，停学又は訓告 

痴漢行為・わいせつ行為（のぞき見，盗撮，公然わいせつ，わいせつ物頒布等を含む） 退学，停学又は訓告 

賭博 退学，停学又は訓告 

飲酒の強要，一気飲みの煽動等を行い，その結果，重大な事態を生じさせた場合 退学又は停学 

飲酒の強要，一気飲みの煽動等を行った場合 退学，停学又は訓告 

２０歳未満の者に飲酒をすすめた場合 停学又は訓告 

２０歳未満の者が飲酒をした場合 停学又は訓告 

無免許運転，飲酒運転（ほう助を含む），共同危険行為，妨害運転など悪質な交通法

規違反により相手に死亡又は高度後遺障害などを負わせる人身事故を起こした場合 

退学 

無免許運転，飲酒運転（ほう助を含む），共同危険行為，妨害運転など悪質な交通法

規違反により人身事故を起こした場合 

退学又は停学 

無免許運転，飲酒運転（ほう助を含む），共同危険行為，妨害運転などの交通法規違

反 

退学，停学又は訓告 

コンピュータ又はネットワークの不正使用で悪質な場合（成績表などの公文書等及び

私文書の改ざん等の不正アクセス，外部システムへの不正アクセス，ネットワーク運用

妨害，マルウェアの持ち込み等） 

退学又は停学 

コンピュータ又はネットワークの不正又は不適切な使用 （著作権，特許権等の知的財

産権の侵害，嫌がらせメール等） 

停学又は訓告 

論文等の不正 退学，停学又は訓告 

本学が実施する試験等におけるカンニング等の不正行為 訓告 

本学の知的財産を故意に喪失させる行為 退学又は停学 

本学が管理する建造物への不法侵入又は不正使用若しくは占拠 退学，停学又は訓告  

本学構成員に対する暴力行為，威嚇，拘禁，拘束等  退学，停学又は訓告 

本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる暴力的行為  退学，停学又は訓告 

本学が管理する建造物又は器物の損壊，汚損等 停学又は訓告  

失火（結果が重大なもの） 停学又は訓告  

岩手大学学生の懲戒に関する規則（令和 5年 6月 29日制定）より抜粋 
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５ 健康相談（保健管理センター） 
保健管理センターは，学生の心身の健康維持・増進をはかることを目的とした施設です。専門ス

タッフが随時学生の相談に応じていますので，気軽にご利用ください。 

（１）健康相談・学生相談 

 

科  目 曜 日 利 用 時 間 場        所 

①健康相談 月～金 ９：００～１７：００ 

学生センターA棟１階保健管理センター 

TEL ０１９−６２１−６０７４ 

kenkou@iwate-u.ac.jp 

②学生相談 月～金 ９：００～１７：００ 

学生センターA棟２階学生相談室 

TEL ０１９−６２１−６０９０ 

gakusou2@iwate-u.ac.jp 

① 健康相談 

自分の健康に不安や異常を感じるとき，無料で相談や診察を受けられます。また，ケガをした時

には初期手当をします。継続的な治療や精密検査を必要とするときは，近隣の専門医を紹介しま

す。 

② 学生相談 

センターには学生相談室があります。様々な悩みや不安について相談に応じますので気軽に

相談してください。 

ポイント 

① 男女それぞれカウンセラーがいます。また，英語対応可のカウンセラーもおります。 

② 電話やメールでも予約が可能です。 

③ 相談内容等について秘密は厳重に守られますので，安心して相談してください。 

 

 

 

 

（２）学生定期健康診断 

保健管理センターでは，定期健康診断を毎年４～５月に行っていますので，必ず受診してくださ

い。日程等は，保健管理センターホームページ・アイアシスタント・掲示板等で確認して下さい。 

健康診断証明書は，定期健康診断を受診した年度内の発行となります。無料で「証明書自動発

行機」から発行されます。発行されないときには保健管理センターへご相談ください。 

・学業 ・進路 ・性格 ・対人関係 

・心の健康の問題 ・友人や家族の問題等 
相談例 
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